
（今回の審査請求の概要）

審査請求人 申請年月日 指定疾病の 原処分年月日 審査請求年月日 審査請求の 裁決及び理由 備 考
区分 趣旨

認定申請者は、審査請求人棄却
１ 島根県出雲市 平１９．３．３０ 中皮腫 平１９．１１．２ 平１９.１２.２０ 認定 当審査会における検討 の夫

７３歳の女性 の結果、病理組織学的
所見では中皮腫の可能 昭和４年、島根県出雲市で
性は低く、画像所見も 出生
合わせ考慮すると中皮
腫と判断することは困 昭和１９年から同３５年ま
難である。石綿起因性 で建設業に従事
の肺がんも否定される
ため、医学的判定の結 認定申請後の平成１８年
果は支持できる。 ７月に死亡したので、同年

８月審査請求人が決定申請

認定申請者は、審査請求人棄却
２ 茨城県神栖市 平１８．４．１ 中皮腫 平２０.１．２３ 平２０．２．１２ 認定 当審査会による画像及 の母

４５歳の女性 び細胞診標本の検討の
結果、中皮腫と認めら 昭和１６年出生
れなかったため、中皮
腫を否定した医学的判 家族に石綿関係作業歴あり
定の結果は支持でき
る。 認定申請後の平成１８年

４月に死亡したので、同年
９月審査請求人が決定申請

施行前死亡者は、審査請求棄却
３ 静岡県三島市在住 平１９.１１.１０ 肺がん 平２０.３.２７ 平２０．５．２２ 特別遺族弔 当審査会における画像 人の夫

７３歳の女性 慰金及び特 の検討の結果、石綿起
別葬祭料の 因性を認めることはで 昭和９年、宮城県仙台市で
支給 きず、また、請求人主 出生

張のように、医学的証
拠なしにばく露歴のみ 昭和４１年から平成２年ま
をもってこれを認める で石綿製品製造業（設計
ことはできない。 職）に従事

死亡年月は、平成１７年２
月（享年７０歳）



審査請求人 申請年月日 指定疾病の 原処分年月日 審査請求年月日 審査請求の 裁決及び理由 備 考
区分 趣旨

４ 施行前死亡者は、審査請求棄却
鹿児島県南さつま 平１８．６.６ 肺がん 平２０.１１.１３ 平２０.１１.２５ 特別遺族弔 当審査会による画像の 人の夫
市在住 慰金及び特 検討の結果、胸膜プラ
８３歳の女性 別葬祭料の ーク及び肺線維化が認 大正１１年、鹿児島県日置

支給 められないことから、 郡で出生
石綿起因性を否定した
医学的判定の結果は支 昭和１６年から同５５年ま
持できる。認定には指 で船員（司厨部）として勤
定疾病と死亡との間の 務
因果関係を所定の証拠 死亡年月は、平成９年４月
によって証明する必要 （享年７４歳）
がある。


